
山地災害危険地区緊急点検業務 仕様書

１ 調査の目的

山間部では土砂災害や，暴風災害，雪害，またこれらに伴い発生する倒木・流木災害などの災
害発生時に，住民が避難場所へ安全に避難するための緊急時避難道路、また幹線道が通行止めに
なった際の迂回道としての機能が期待される「農道・林道等」の安全性を確保すること、及び、

万一決壊した場合に下流域に重大な浸水被害のおそれがある「防災重点ため池」について、上流
からの土砂や流木の流入の危険性がないか確認することが、災害に強い地域づくりのために必要

になっている。
このため「農道・林道等」や「防災重点ため池」に関連する山地災害危険地区を重点的に現地

調査を行い，平時から災害発生危険度を把握し，治山事業の計画的な実施に資する資料を得るこ
とを目的とする。

2 調査の内容
（１）山地災害危険地区の現地調査

山地災害危険地区ごとに，別紙１「山地災害危険地区緊急点検結果整理表」を作成し，関連す

る，「農道・林道等」及び「防災重点ため池」を整理し，現地での点検調査を行う。
調査範囲は「農道・林道等」及び「防災重点ため池」の上流部200m程度を想定している。

調査方法と結果の整理は，別紙２「山地災害危険地区緊急点検調査点検簿」に点検結果を記載
し，別紙１に整理する。
調査写真は山地災害危険地区ごとにまとめ，別紙３「山地災害危険地区緊急点検写真整理表」

に整する。
（２）現地目視点検方法

別紙２「山地災害危険地区緊急点検調査点検簿」により周辺林地，治山施設の点検項目に従い，
崩壊の発生，土砂流出・堆積，立木の枯損・倒木化，流木の発生・堆積・閉塞状況を調査すると

共に治山施設の損傷，部材や材料の劣化状況を近接して観察する。また，可能な場合には遠望やU
AVの活用により施工区域全体の現況を点検する。
なお，周辺林地の点検内容については「治山施設個別施設計画策定マニュアル（平成29年度改

定版）林野庁編の3.3施設周辺の森林状況等の把握」を参考にすること。
「農道・林道等」への被害発生の危険性についても点検し，さらに道路に付帯する重要インフ

ラ（送電線，通信線，上水道など）についても有無を確認の上，被害の可能性がある場合は関係
機関に通知できるよう整理する。

（３）損傷等の程度・規模の計測
治山施設や緊急時避難道路等の施設に異常が認められた場合（軽微なものは除く）は，メジャ

ー，ポール等各種測定器具により，損傷の規模・程度を計測し，必要に応じて管理者の了解の元

元ハンマー等の簡易な器具等を使用し部材や材料の劣化の進行状況を調査するとともに，マー
キングあるいは鋲を打つなど，測定ポイントを明確にして経過観察が容易となるよう記録する。

なお，補修の計画方針や損傷原因の詳細調査の方針についても記載する。
（４）点検施設の状況写真

点検調査で治山施設等の写真を撮影する場合は，「治山施設個別施設計画策定マニュアルの2.2

点検の方法-2.2.2写真の方法，2.2.3点検項目」を参考とする。なお，デジタルカメラによる500
万画素程度の高解像度な撮影を原則とする。

3 留意事項
※保全対象に影響が懸念される施設の損傷及び早急な対策が必要な施設等については，監督員に遅

滞なく報告すること。特に重大被害発生の緊急性がある場合は施設管理者へも連絡をすること。
※施設に直接影響を及ぼす木本類，不安定化岩盤等についても，監督員に報告すること。

※写真撮影の支障となる枝，小径木，草本等は，事前に処理してから撮影すること。
※GPSを携行し，施設の位置を特定すること。ただし，地形条件等で計測不能の場合は除く。
※写真の撮影年月日を正確に設定し，写真データに記録させること。

※今後の再点検，維持管理の参考となる内容についても，記述しておくこと。
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